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高知県青少年問題協議会条例 

 昭和 28 年 12 月 25 日条例第 64 号 

 

 (設置等) 

第 1 条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和 28 年法律第 83 号)第 1 条の

規定に基づき高知県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置すると

ともに、同法第 6条の規定により協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

全部改正〔昭和 41 年条例 55 号〕、一部改正〔平成 12 年条例 90 号・26 年 22 号〕 

(組織) 

第 2 条 協議会は、会長及び委員 30 人以内で組織する。 

一部改正〔平成 17 年条例 22 号・26 年 22 号〕 

(会長) 

第 3 条 会長は、知事をもって充てる。 

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

追加〔平成 26 年条例 22 号〕 

(委員) 

第 4 条 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、知事が

委嘱する。 

追加〔平成 26 年条例 22 号〕 

(委員の任期等) 

第 5 条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

2 委員は、再任されることができる。 

追加〔平成 26 年条例 22 号〕 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

(副会長) 

第 6 条 協議会に副会長 2人以内を置き、委員の互選によって定める。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

(会議) 

第 7 条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集す

る。 

2 会議の議長は、会長が当たる。 
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3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることが

できない。 

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

追加〔平成 26 年条例 22 号〕 

(専門委員) 

第 8 条 専門の事項を調査させるため必要があるときは、協議会に専門委員を置

くことができる。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び当該専門の事項に関し十分な知識又は経

験を有する者のうちから、知事が委嘱する。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

3 専門委員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。 

追加〔平成 26 年条例 22 号〕 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

(庶務) 

第 9 条 協議会の庶務は、高知県地域福祉部において処理する。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

(雑則) 

第 10 条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が定める。 

一部改正〔平成 26 年条例 22 号〕 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

付 則(昭和 41 年 12 月 27 日条例第 55 号) 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 41 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 12 年 12 月 26 日条例第 90 号) 

この条例は、平成 13 年 1 月 6 日から施行する。(後略) 

附 則(平成 17 年 3 月 29 日条例第 22 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に委員等に委嘱又は任命されている県議会の議員は、当

該委員等の任期が満了するまでの間、引き続き当該委員等として在任すること

ができる。この場合において、当該委員等である者の数が当該委員等の定数を

超えるときは、当該数をもって当該委員等の定数とする。 

附 則(平成 26 年 3 月 25 日条例第 22 号) 

この条例は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

 



3 

 

地方青少年問題協議会法 

 昭和 28 年７月 25 日法律第 83 号 

 

（設置）  

第一条  都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村に、附属機関として、そ

れぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会（特別区にあつては、

特別区青少年問題協議会。以下同じ。）（以下「地方青少年問題協議会」と総称する。）

を置くことができる。  

（所掌事務）  

第二条  地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務

をつかさどる。  

一  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要

事項を調査審議すること。  

二  青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するた

めに必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。  

２  地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及

びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。  

（組織）  

第三条  地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。  

（相互の連絡）  

第四条  地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。  

（経費）  

第五条  国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を

置く地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指

定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年

問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。  

（条例への委任）  

第六条  この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項

は、条例で定める。  

 

   附 則 抄  

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和三二年六月一日法律第一五八号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。  

 

   附 則 （昭和三七年四月一六日法律第七七号） 抄  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
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（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四一年三月三一日法律第一六号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四三年六月一五日法律第九九号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和五八年一二月二日法律第八〇号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行

する。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の

施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに

第三十条の規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、

厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以

下この条において「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年

法律第百二十号）第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、

日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定める

ものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、

この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新

府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際

現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新

府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員と

なるものとする。  

（別に定める経過措置） 
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第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要と

なる経過措置は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成二五年六月一四日法律第四四号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

二  第一条、第五条、第七条（消防組織法第十五条の改正規定に限る。）、第九条、

第十条、第十四条（地方独立行政法人法目次の改正規定（「第六章 移行型地方独立

行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条）」を「第六章 移行型地方独

立行政法人の設立に伴う措置（第五十九条―第六十七条） 

 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措

置（第六十七条の二―第六十七条の七）」に改める部分に限る。）、同法第八条、第

五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改

正規定を除く。）、第十五条、第二十二条（民生委員法第四条の改正規定に限る。）、

第三十六条、第四十条（森林法第七十条第一項の改正規定に限る。）、第五十条（建

設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。）、第五十一条、第五十二条（建築

基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。）、第五十三条、第六十一条（都市計画

法第七十八条第二項の改正規定に限る。）、第六十二条、第六十五条（国土利用計画

法第十五条第二項の改正規定を除く。）及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三

条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条（地方公務員等共

済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）第百四十一条の二の次に二条を加える改

正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。）、第十六条並びに第十八条の規定 平

成二十六年四月一日  

（罰則に関する経過措置） 

第十条  この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。  

 


